
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

成年後見制度に関する実態把握調査 
 

【施設対象】 
 

 
 
 
 
 
 
 
調査時期：平成 19年 1月末から 2月末まで 
目 的：山口県における現在の成年後見制度のニーズ、今後予想されるニーズ 

の明確化。 
対 象：山口県老人福祉施設協議会 会員 
       山口県デイサービスセンター協議会 会員 
       山口県宅老所・グループホーム連絡会 会員 
       山口県知的障害者福祉協会 会員 
       山口県精神障害者社会復帰施設等協議会 会員 
調査方法：質問調査法。郵送による送付と回収。 

 
 

  山口県社会福祉協議会          
山口県法人成年後見支援センター    
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調査票回収率

成成年年後後見見制制度度にに関関すするる実実態態把把握握調調査査【【施施設設対対象象】】調調査査結結果果  

« グラフ 1»  

N=501 

 
 
 

 
 
  
  
 
◆◆  調調査査票票回回収収状状況況ににつついいてて    

 
 
 
 

●●  有有効効回回答答数数 332288施施設設・・回回収収率率 6655％％   
 山口県老人福祉施設協議会会員、山口県デイサービス

センター協議会会員、山口県宅老所・グループホーム連

絡会会員、山口県知的障害者福祉協会会員、山口県精神

障害者社会復帰施設等協議会会員 501施設（平成 18年

12月末現在）へ郵送でアンケート票を送付。有効回答

数は 328法人。回収率は 65.5％だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆表 1 回収数・回収率 

 配布依頼先 発送数 回収数 回収率 

山口県老人福祉施設協議会会員 
山口県デイサービスセンター協議会会員 
山口県宅老所・グループホーム連絡会会員 
山口県知的障害者福祉協会会員 
山口県精神障害者社会復帰施設等協議会会員 

501施設  328施設  65.5％ 

◆表 2 回答があった施設の定員の内訳 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 0～10人 46 14.0% 14.4% 14.4% 
  2. 11～20人 58 17.7% 18.2% 32.6% 
  3. 21～30人 52 15.9% 16.3% 48.9% 
  4. 31～40人 25 7.6% 7.8% 56.7% 
  5. 41～50人 60 18.3% 18.8% 75.5% 
  6. 51～60人 21 6.4% 6.6% 82.1% 
  7. 61～70人 12 3.7% 3.8% 85.9% 
  8. 71～80人 12 3.7% 3.8% 89.7% 
  9. 81～90人 11 3.4% 3.4% 93.1% 
  10. 91～100人 13 4.0% 4.1% 97.2% 
  11. 101～110人 3 0.9% 0.9% 98.1% 
  12. 111～120人 3 0.9% 0.9% 99.1% 
  13. 121～130人 3 0.9% 0.9% 100.0% 
  合計 319 97.3% 100.0%   
欠損値 無回答 9 2.7%     
  合計 9 2.7%     
合計   328 100.0%     

 1.回収 
 328施設 65％ 

 2.未回収 
 173施設 35％ 
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注 1：本調査結果において用いた集計表において示した百分率（％）は少数第二位を
四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合がある。 

 
注 2：本調査では、後見人、保佐人、補助人をまとめて「成年後見人等」という。 
 
注 3：本調査では、成年被後見人、被保佐人、被補助人をまとめて「成年被後見人等」
という。 

 
 
 
 
 

◆表 3 回答があった施設の利用者数の内訳 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 0～10人 42 12.8% 13.8% 13.8% 
  2. 11～20人 49 14.9% 16.1% 29.8% 
  3. 21～30人 35 10.7% 11.5% 41.3% 
  4. 31～40人 18 5.5% 5.9% 47.2% 
  5. 41～50人 55 16.8% 18.0% 65.2% 
  6. 51～60人 16 4.9% 5.2% 70.5% 
  7. 61～70人 23 7.0% 7.5% 78.0% 
  8. 71～80人 14 4.3% 4.6% 82.6% 
  9. 81～90人 15 4.6% 4.9% 87.5% 
  10. 91～100人 13 4.0% 4.3% 91.8% 
  11. 101～110人 2 0.6% 0.7% 92.5% 
  12. 111～120人 6 1.8% 2.0% 94.4% 
  13. 121～130人 3 0.9% 1.0% 95.4% 
  14. 131人～ 14 4.3% 4.6% 100.0% 
  合計 305 93.0% 100.0%   
欠損値 無回答 23 7.0%     
  合計 23 7.0%     
合計   328 100.0%     

  
≪≪回回答答ががああっったた施施設設のの種種類類≫≫  
 
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、デイサービスセンター、介護老人保健施設、
生活介護事業所、自立訓練事業所、就労継続支援事業所、共同生活介護事業所、共同生活援助事業所、
地域活動支援センター、身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者
小規模通所授産施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設、精神障害者通所授産施設、精神障
害者入所授産施設、精神障害者福祉ホーム B型、知的障害児施設、知的障害児通園施設、市町保健セ
ンター等。 

 施設数合計 328施設 
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施設において利用者の金銭管理を
行っているか《表4》

« グラフ 2»  

N=327 

« グラフ 3»  

N=146 

◆◆  施施設設ににおおけけるる利利用用者者のの金金銭銭管管理理ににつついいてて    
        
●●  金金銭銭管管理理ををししてていいるる施施設設がが半半数数  
 
 有効回答数 327施設。施設において利用者の金銭管理

を行っていると回答した施設は 164施設（50％）、行っ

ていないと回答した施設は 163施設（50％）となってお

り、県内においては半数近くの施設が金銭管理を行って

いることが考察される。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
◆◆  金金銭銭管管理理にに関関すするる契契約約等等ににつついいてて（（表表 44のの 11をを選選択択））    
  
 
 
 

●●  委委任任状状やや契契約約書書等等をを交交わわししてて管管理理がが約約８８割割   
 表 4において「1.行っている」を選んだ 164施設が

対象。有効回答数 146施設。表 5の 1～3に該当する、

何らかの契約書や委任状等を交わして管理している施

設は 115施設（78.8％）と約 8割を占めている。反対

に、委任状や契約書は交わさず善意で管理をしている施

設は 19法人（13％）と比較的少なくなっている。この

ことから、利用者の金銭管理に関して契約などを交わす

ことの意識が比較的高い傾向があるということが考察

される。 
 
 
 
 

◆表 4 施設において利用者の金銭管理を行っているか 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.行っている 164 50.0% 50.2% 50.2% 
  2.行っていない 163 49.7% 49.8% 100.0% 
  合計 327 99.7% 100.0%   
欠損値 無回答 1 0.3%     
  合計 1 0.3%     
合計   328 100.0%     

◆表 5 利用者と金銭管理に関する契約を交わしているか（表 4の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.契約書に預かり金管理に関する条文を設けて管理 27 8.2% 18.5% 18.5% 
  2.預かり金管理規定を設け、委任状等を交わして管理 57 17.4% 39.0% 57.5% 
  3.預かり金に関して個別の契約を交わして管理 31 9.5% 21.2% 78.8% 
  4.委任状や契約書は交わさず善意で管理 19 5.8% 13.0% 91.8% 
  5.その他 12 3.7% 8.2% 246.6% 
  合計 146 44.5% 100.0%   
欠損値 非該当 163 49.7%     
  無回答 19 5.8%     
  合計 182 55.5%     
合計   328 100.0%     

 5.その他 12施設 8％ 

 2.預かり金管理規定を設け、
委任状等を交わして管理 
 57施設 39％ 

 1.行っている 
 164施設 50％ 

 2.行っていない 
 163施設 50％ 

 1.契約書に預かり金管理
に関する条文を設けて管理 
 27施設 19％ 

 3.預かり金に関して個別
の契約を交わして管理 
 31施設 21％ 

 4.委任状や契約書は 
交わさず善意で管理 
 19施設 13％ 

利用者と金銭管理に関する契約を 
交わしているか《表 5》 
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« グラフ 4»  

N=327 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
◆◆  利利用用者者・・家家族族へへのの成成年年後後見見制制度度のの説説明明会会ににつついいてて    

  
 
●●  説説明明会会をを行行っったたここととががああるる施施設設はは約約 22割割   
 有効回答数 327施設。過去 3年間のうち、利用者及

び利用者の家族に対して、成年後見制度の説明会を行っ

たことがあると回答した施設は58施設（18％）であり、

約 2割の施設が説明会を行っている現状が見てとれる

（表 6）。また、過去 3年間で利用者やその家族へ成年

後見制度の説明会を行った回数の合計は 117回※1であ

り、内訳としては、1～2回が大半となっているが、年

に 1回以上行っている施設も 35％を占めており（中に

は 10回という施設もあった）、利用者や家族に成年後

見制度の理解を深めてもらう必要性を強く感じている

施設があることが見てとれる（表 7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
※1 表 6で「1.ある」を選択した 58施設中、回数を記載した 52施設における合計。 

◆表 6 利用者やその家族へ成年後見制度の説明会を行ったことがあるか（過去 3年間） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.ある 58 17.7% 17.7% 17.7% 
  2.ない 269 82.0% 82.3% 100.0% 
  合計 327 99.7% 100.0%   
欠損値 無回答 1 0.3%     
  合計 1 0.3%     
合計   328 100.0%     

◆表 7 利用者やその家族へ説明会を行った回数（過去 3年間）（表 6の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1回 17 5.2% 32.7% 32.7% 
  2. 2回 17 5.2% 32.7% 65.4% 
  3. 3回 13 4.0% 25.0% 90.4% 
  4. 4回 3 0.9% 5.8% 96.2% 
  5. 5回 1 0.3% 1.9% 98.1% 
  6. 6回以上 1 0.3% 1.9% 100.0% 
  合計 52 15.9% 100.0%   
欠損値 非該当 269 82.0%     
  無回答 7 2.1%     
  合計 276 84.1%     
合計   328 100.0%     

1.ある 
58施設 18％ 

 2.ない 269施設 82％  

  
≪≪「「55..そそのの他他」」のの理理由由≫≫  
  
・ 利用者の個人負担金を運用費として家族より預かり領収書を交付。 
・ 管理規定には条項として存在するが、具体的な事が明示されていないので今後検討予定。又、権利擁護制度も併用中。 
・ 金銭管理を日常サービスとするのではなく、臨時で管理。 
・ 生活に必要な程度の額で預かり管理。定期的に家族に確認してもらう。 
・ 小遣い程度の管理。(1万円程度) 
・ 地域福祉権利擁護事業で事務局管理。 
・ 入居時家族が必要と思われる方のみ預かる。毎月来所時収支の確認、及び残金の確認をしてもらっている。 
・ 1000～10000円程度の小遣いを預かり、領収書をつけて出納帳をご家族にチェックしてもらっている。 
・ 入居時に説明し、現金出納帳、領収書を提示している。 
・ 入所手続きの際に家族及び本人に確認。 
 

利用者やその家族へ成年後見制度の説明会を 
行ったことがあるか（過去 3年間）《表 6》 
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« グラフ 5»  

N=324 

◆◆  成成年年後後見見制制度度にに関関すするる研研修修会会・・勉勉強強会会へへのの職職員員のの参参加加ににつついいてて    
 
     
●●  職職員員をを参参加加ささせせたたここととががああるる施施設設はは 5566％％   
 有効回答数 324施設。過去 3年間のうち、職員に対

して成年後見制度に関する研修会・勉強会を行ったり、

職員を外部の研修会に派遣したことがある施設は 180

施設（56％）であり、半数を超える施設が成年後見制

度に関する知識を職員に学ばせていることが考察され

る（表 8）。また、職員を研修会・勉強会へ参加させた

回数の合計は 270回※2となっており、内訳としては、1

回が 87施設（55％）と一番多かったが、年の平均が 1

回以上となる高い意識を持つ施設も全体の約 2割もあ

ることが見てとれる（表 9）。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
※2表 8「1.ある」を選択した 180施設中、回数を記載した 158施設における合計。 

◆表 8 成年後見制度に関する研修会・勉強会へ職員を参加をさせたことがあるか（過去 3年間） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.ある 180 54.9% 55.6% 55.6% 
  2.ない 144 43.9% 44.4% 100.0% 
  合計 324 98.8% 100.0%   
欠損値 無回答 4 1.2%     
  合計 4 1.2%     
合計   328 100.0%     

◆表 9 成年後見制度に関する研修会・勉強会へ職員を参加をさせた回数（過去 3年間）（表 8の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1回 87 26.5% 55.1% 55.1% 
  2. 2回 38 11.6% 24.1% 79.1% 
  3. 3回 28 8.5% 17.7% 96.8% 
  4. 4回 2 0.6% 1.3% 98.1% 
  5. 5回 3 0.9% 1.9% 100.0% 
  合計 158 48.2% 100.0%   
欠損値 非該当 144 43.9%     
  無回答 26 7.9%     
  合計 170 51.8%     
合計   328 100.0%     

1.ある 
180施設 56％ 

成年後見制度に関する研修会・勉強会へ職員を 
参加させたことがあるか（過去 3年間）《表 8》 

2.ない 
144施設 44％ 
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« グラフ 6»  

N=320 

« グラフ 7»  

N=319 

◆◆    成成年年後後見見制制度度のの相相談談窓窓口口ととななるる職職員員のの配配置置ににつついいてて                   
●●  窓窓口口ととななるる職職員員をを配配置置ししてていいるる施施設設がが 5522％％   
 有効回答数 320施設。利用者やその親族、関係者か
ら成年後見制度の相談があった場合、窓口となる職員を

配置していると回答した施設は 168施設（52％）とな
っており、回答した半数の施設では窓口となる職員を配

置していることが見てとれる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆  第第三三者者評評価価委委員員会会のの設設置置ににつついいてて    
 
 
 
 
 
 
 

●●  設設置置ししてていいるる施施設設はは 4444％％   
 有効回答数 319施設。第三者評価委員会を設置して
いる施設は 141施設（43％）で約 4割となっており、
第三者評価委員会の設置をしている施設が半数を満た

していないことが見てとれる。 
 
  
 
 
 
 

 
◆表 11 第三者評価委員会を設置しているか 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.設置している 141 43.0% 44.2% 44.2% 
  2.設置していない 178 54.3% 55.8% 100.0% 
  合計 319 97.3% 100.0%   
欠損値 無回答 9 2.7%     
  合計 9 2.7%     
合計   328 100.0%     

 

◆表 10 成年後見制度の相談窓口となる職員を配置しているか 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.配置している 168 51.2% 52.5% 52.5% 
  2.配置していない 152 46.3% 47.5% 100.0% 
  合計 320 97.6% 100.0%   
欠損値 無回答 8 2.4%     
  合計 8 2.4%     
合計   328 100.0%     

1.配置している 
168施設 52％ 

2.配置していない 
152法人 48％ 

1.設置している 
141施設 44％ 

2.設置していない 
178施設 56％ 

成年後見制度の相談窓口となる職員を 
配置しているか《表 10》 

第三者評価委員会を設置しているか《表 11》 
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N=310 

N=85 « グラフ 8»  

« グラフ 9»  

◆◆  保保護護者者・・身身元元引引受受人人ののいいなないい利利用用者者ににつついいてて    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●  保保護護者者・・身身元元引引受受人人ののいいなないい利利用用者者数数 221133人人   
 有効回答数 310施設。保護者・身元引受人のいない利用者が 1人以上いると回答した施設
は 85施設（27％）となっており、保護者・身元引受人がいない利用者の合計人数は 213人
であった。このことから、県内の施設における保護者・身元引受人がいない利用者は少なく

とも 213人以上いるということが考察される。 
人数の内訳としては、1～2人が一番多くなっており、1人以上いると回答した 85施設にお
ける割合は 75％を占めている。また、同じく 1人以上の人数を記載した施設における 5人以
上の人数を記載した施設の割合は 15％、多い施設では 17人と回答した施設も見られた。こ
のことから、保護者・身元引受人がいない利用者を多く抱えている施設も実際にあることが

見てとれる。 
 

 
◆表 12 保護者・身元引受人のいない利用者数（合計） 

  合計 有効回答数 無回答 

利用者数 213人 310施設 18施設 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆表 13 保護者・身元引受人のいない利用者数（内訳） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 0人 225 68.6% 72.6% 72.6% 
  2. 1人 40 12.2% 12.9% 85.5% 
  3. 2人 24 7.3% 7.7% 93.2% 
  4. 3人 4 1.2% 1.3% 94.5% 
  5. 4人 4 1.2% 1.3% 95.8% 
  6. 5人 3 0.9% 1.0% 96.8% 
  7. 6人 4 1.2% 1.3% 98.1% 
  8. 7人 2 0.6% 0.6% 98.7% 
  9. 8人 1 0.3% 0.3% 99.0% 
  10. 9人 1 0.3% 0.3% 99.4% 
  11. 10人以上 2 0.6% 0.6% 100.0% 
  合計 310 94.5% 100.0%   

 欠損値 無回答 18 5.5%     
  合計 18 5.5%     
合計   328 100.0%     

 いない 
225施設 73％ 

1人以上いる 
85施設 27％ 

1人 
40施設 47％ 

2人 
24施設 28％ 

3人  4施設 5％ 

9人  1施設 1％ 

5人  3施設 4％ 

6人  4施設 5％ 

7人  2施設 2％ 

8人  1施設 1％ 

4人  4施設 5％ 

10人以上  2施設 2％ 

保護者・身元引受人のいない利用者が 
1人以上いる施設の割合 

1人以上いる施設における 
保護者・身元引受人のいない利用者数の割合 
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« グラフ 10»  

施設が把握している利用者の課題・問題【複数回答】《表14》
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⑧
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⑧
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、
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徳
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の
被
害
を
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け
て
い
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（施設数）

◆◆  施施設設がが把把握握ししてていいるる利利用用者者のの課課題題・・問問題題ににつついいてて    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●  判判断断能能力力低低下下にによよるる契契約約困困難難がが問問題題   
有効回答数 196施設。多いものから、「1.判断能力が十分でなく、契約が法的に難しい」122施設
（62％）、「4.判断能力が十分でなく、身元引受人や保護者が不在である」84施設（43％）、「2.
判断能力が十分でなく、亡くなられた際の葬儀等の心配がある」70施設（36％）となっており、施
設は、判断能力が十分でない方で、契約が法的に困難なケース、身元引受人や保護者が不在であるケ

ース、葬儀の際の心配があるケースなどを特に利用者の課題・問題と考えている傾向があることが考

察される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

          
◆表 14 施設が把握している利用者の課題・問題【複数回答】 
          
      Pct of  Pct of  

Dichotomy label Count Responses Cases 
          
1.判断能力が十分でなく、契約が法的に難しい 122 30.3% 62.2% 
2.判断能力が十分でなく、亡くなられた際の葬儀等の心配がある 70 17.4% 35.7% 
3.判断能力が十分でなく、施設の利用料の滞納がある 19 4.7% 9.7% 
4.判断能力が十分でなく、身元引受人や保護者が不在である 84 20.9% 42.9% 
5.判断能力が十分でなく、親族、第三者からの財産侵害がある 38 9.5% 19.4% 
6.判断能力が十分でなく、親族、第三者からの虐待がある 10 2.5% 5.1% 
7.判断能力が十分でなく、家・土地などの処分等ができない 25 6.2% 12.8% 
8.判断能力が十分でなく、消費者金融からの借金がある 20 5.0% 10.2% 
9.判断能力が十分でなく、悪徳商法の被害を受けている 14 3.5% 7.1% 
  Total responses 402 100.0% 205.1% 
          

有効回答数  196   無回答  132 
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« グラフ 11»  

N=324 

◆◆  利利用用者者本本人人かかららのの成成年年後後見見制制度度にに関関すするる相相談談ににつついいてて             
●●  利利用用者者本本人人かかららのの相相談談ががああっったた施施設設はは 22％％   
 有効回答数 324施設。平成 17年度 1年間で利用者
本人から成年後見制度に関する相談が寄せられたのは

6施設（2％）で、合計回数は 6件※3となっている。こ

のことから、利用者本人からの成年後見制度に関する

相談は少ないと考察される。 
これは、成年後見制度が必要になる際には本人には

施設に相談できるほどの判断能力が残っていない場合

が比較的多いと考えられること、判断能力があるうち

に相談しようにも任意後見制度の知名度がまだ低いこ

となどが要因の一つであると考察される。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                         
※3表 15で「1.寄せられた」を選択した 6施設中、件数を記載した 6施設における合計。 

◆表 15 利用者本人から成年後見制度に関する相談が寄せられたか（平成 17年度） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.寄せられた 6 1.8% 1.9% 1.9% 
  2.全く寄せられなかった 318 97.0% 98.1% 100.0% 
  合計 324 98.8% 100.0%   
欠損値 無回答 4 1.2%     
  合計 4 1.2%     
合計   328 100.0%     

◆表 16 利用者本人から寄せられた成年後見制度に関する相談件数（平成 17年度）（内訳）（表 15の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1件 6 1.8% 100.0% 100.0% 
  合計 6 1.8% 100.0%   
欠損値 非該当 318 97.0%     
  無回答 4 1.2%     
  合計 322 98.2%     
合計   328 100.0%     

1.寄せられた 6施設 2％ 

2.全く寄せられなかった 
318施設 98％ 

利用者本人から成年後見制度に関する 
相談が寄せられたか（平成 17年度）《表 15》 
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« グラフ 12»  

N=325 

◆◆  利利用用者者のの親親族族かかららのの成成年年後後見見制制度度にに関関すするる相相談談ににつついいてて              
      
●●  利利用用者者のの親親族族かからら相相談談ががああっったた施施設設はは 1144％％   
 有効回答数 325施設。平成 17年度 1年間で利用者の
親族から成年後見制度に関する相談が寄せられたのは

46施設（14％）、利用者の親族から相談が寄せられた
回数は合計 70件※4となっている。 
割合としては少なく見えるものの、1年間のみの件数
であること、成年後見制度の知名度がまだ低いことをな

ど考えると、46施設中 70件という数字は決して少ない
数字ではないと考察される。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
※4表 17で「1.寄せられた」を選択した 46施設中、件数を記載した 44施設における合計。 

◆表 17 利用者の親族から成年後見制度に関する相談が寄せられたか（平成 17年度） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.寄せられた 46 14.0% 14.2% 14.2% 
  2.全く寄せられなかった 279 85.1% 85.8% 100.0% 
  合計 325 99.1% 100.0%   
欠損値 無回答 3 0.9%     
  合計 3 0.9%     
合計   328 100.0%     

◆表 18 利用者の親族から寄せられた相談件数（平成 17年度）（内訳）（表 17の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1件 28 8.5% 63.6% 63.6% 
  2. 2件 12 3.7% 27.3% 90.9% 
  3. 3件 2 0.6% 4.5% 95.5% 
  4. 4件 0 0.0% 0.0% 95.5% 
  5. 5件 0 0.0% 0.0% 95.5% 
  6. 6件 2 0.6% 4.5% 100.0% 
  合計 44 13.4% 100.0%   
欠損値 非該当 279 85.1%     
  無回答 5 1.5%     
  合計 284 86.6%     
合計   328 100.0%     

1.寄せられた 
46施設 14％ 

2.全く寄せられなかった 
279施設 86％ 

利用者の親族から成年後見制度に関する 
相談が寄せられたか（平成 17年度）《表 17》 
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« グラフ 13»  

N=324 

◆◆  利利用用者者のの関関係係者者かかららのの成成年年後後見見制制度度にに関関すするる相相談談ににつついいてて    
         
●●  利利用用者者のの関関係係者者かからら相相談談ががああっったた施施設設はは 77％％   
 有効回答数 324施設。平成 17年度 1年間で利用者の
関係者（友人、医療福祉関係者、行政関係者）から成年

後見制度に関する相談が寄せられたのは 24施設（7％）、
相談が寄せられた回数は合計 28件※5と比較的少なくな

っている。 
これは、関係者の場合、利用者のいる施設等にではな

く、直接、成年後見制度に関する専門機関等に相談を持

ちかけることが多いことが要因の一つであると考察さ

れる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                         
※5表 19で「1.寄せられた」を選択した 24施設中、件数を記載した 24施設における合計。 

◆表 19 利用者の関係者から成年後見制度に関する相談が寄せられたか（平成 17年度） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.寄せられた 24 7.3% 7.4% 7.4% 
  2.全く寄せられなかった 300 91.5% 92.6% 100.0% 
  合計 324 98.8% 100.0%   
欠損値 無回答 4 1.2%     
  合計 4 1.2%     
合計   328 100.0%     

◆表 20 利用者の関係者から寄せられた相談件数（平成 17年度）（内訳）（表 19の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1件 21 6.4% 87.5% 87.5% 
  2. 2件 2 0.6% 8.3% 95.8% 
  3. 3件 1 0.3% 4.2% 100.0% 
  合計 24 7.3% 100.0%   
欠損値 非該当 300 91.5%     
  無回答 4 1.2%     
  合計 304 92.7%     
合計   328 100.0%     

1.寄せられた 
24施設 7％ 

2.全く寄せられなかった 
300施設 93％ 

利用者の関係者から成年後見制度に関する 
相談が寄せられたか（平成 17年度）《表 19》 
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« グラフ 14»  

N=323 

◆◆  成成年年後後見見制制度度利利用用のの必必要要性性がが検検討討さされれたたケケーーススににつついいてて    
  
  
  
●●  必必要要性性をを検検討討ししたたケケーーススががああっったた施施設設はは 2200％％   
 有効回答数 323施設。平成 17年度 1年間で、施設内
の職員間で利用者に関する成年後見制度利用の必要性

が検討されたケースがあった施設は 63施設（20％）、
検討した件数の合計は 80件※6であった。 
件数の内訳としては、1年間で 1件と回答したのが

84％で大半を占めているが、2件と回答したのが15％、
中には 1施設ではあるが 1年間で 11件というところも
あり、施設によって違いがあることが見てとれる。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
※6表 21で「1.あった」を選択した 63施設中、件数を記載した 61施設における合計。 

◆表 21 職員間で成年後見制度利用を検討したケースがあったか（平成 17年度） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.あった 63 19.2% 19.5% 19.5% 
  2.全くなかった 260 79.3% 80.5% 100.0% 
  合計 323 98.5% 100.0%   
欠損値 無回答 5 1.5%     
  合計 5 1.5%     
合計   328 100.0%     

◆表 22 職員間で成年後見制度利用を検討した件数（平成 17年度）（内訳）（表 21の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1件 51 15.5% 83.6% 83.6% 
  2. 2件 9 2.7% 14.8% 98.4% 
  3. 3件 0 0.0% 0.0% 98.4% 
  4. 4件 0 0.0% 0.0% 98.4% 
  5. 5件以上 1 0.3% 1.6% 100.0% 
  合計 61 18.6% 100.0%   
欠損値 非該当 260 79.3%     
  無回答 7 2.1%     
  合計 267 81.4%     
合計   328 100.0%     

1.あった 
63施設 20％ 

2.全くなかった 
260施設 80％ 

職員間で成年後見制度利用を検討した 
ケースがあったか（平成 17年度）《表 21》 
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◆◆  成成年年後後見見制制度度にに関関すするる相相談談やや利利用用検検討討のの際際のの対対応応方方法法ににつついいてて    
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●  自自法法人人以以外外でではは社社会会福福祉祉協協議議会会、、市市町町行行政政へへ相相談談   
 有効回答数 313施設。特に多くなっているのが、「9.市町社協・県社協『法人成年後見支援セン
ター』へ相談」172施設（55％）、「4.市町行政へ相談」167施設（53％）、「2.自施設及び法人本
部と連携をとって対応」154施設（49％）となっており、自法人以外では、社協と行政への相談が
主となっていることが見てとれる。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          
◆表 23 成年後見制度に関する相談や必要性が検討された際の対応方法 【複数回答】 
          
      Pct of  Pct of  

Dichotomy label Count Responses Cases 
          
1.自施設のみで対応 23 2.9% 7.3% 
2.自施設及び法人本部と連携をとって対応 154 19.1% 49.2% 
3.家庭裁判所に相談 41 5.1% 13.1% 
4.市町行政へ相談（高齢障害課等、地域包括支援センター以外の部署） 167 20.7% 53.4% 
5.地域包括支援センターへ相談 90 11.2% 28.8% 
6.弁護士または弁護士会へ相談 40 5.0% 12.8% 
7.司法書士または司法書士会リーガルサポートへ相談 44 5.5% 14.1% 
8.社会福祉士会または社会福祉士会ぱあとなあへ相談 66 8.2% 21.1% 
9.市町社協・県社協「法人成年後見支援センター」へ相談 172 21.3% 55.0% 
10.その他 9 1.1% 2.9% 
  Total responses 806 100.0% 257.5% 
          

有効回答数  313   無回答  15 

  
≪≪「「1100..そそのの他他」」のの理理由由≫≫   
・ 家族ですべての手順をふまれ成立した。 
・ 公証人役場 
・ 担当ケアマネに相談 
・ 行政書士に相談する 
・ 同法人内 生活支援センターへ相談する 
・ 担当ケアマネージャー 
・ そのときの状況によって検討する 
・ 在宅介護支援センター 

成年後見制度に関する相談や利用検討の際の対応方法【複数回答】《表 23》 
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成年後見人等が選任されている
利用者はいるか《表24》

« グラフ 16»  

N=325 

◆◆  成成年年後後見見人人等等がが選選任任さされれてていいるる利利用用者者ににつついいてて    
  
     
●●  選選任任さされれてていいるる利利用用者者ががいいるる施施設設はは 2222％％   
 有効回答数 325施設。成年後見人等が選任されている
利用者がいると回答した施設は 72施設（22％）、成年後
見人等が選任されている利用者数の合計は 125人※7であ

った。施設における成年後見人等が選任されている利用

者数の内訳としては、1人と回答したのが 61％と一番多
くなっているが、中には 7人、9人と回答している施設が
あり、成年後見人等が選任されている利用者が比較的多

くいる施設もあることが見てとれる。 
この人数の違いは、利用者が抱える問題が成年後見制

度と関係があるものかどうかにもよるが、成年後見制度

の必要性を検討する段階においては、施設職員の意識の

違いなども関係しているものと考察される。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆表 25 成年後見人等が選任されている利用者数（内訳）（表 24の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1人 43 13.1% 61.4% 61.4% 
  2. 2人 15 4.6% 21.4% 82.9% 
  3. 3人 7 2.1% 10.0% 92.9% 
  4. 4人 2 0.6% 2.9% 95.7% 
  5. 5人 0 0.0% 0.0% 95.7% 
  6. 6人 0 0.0% 0.0% 95.7% 
  7. 7人 2 0.6% 2.9% 98.6% 
  8. 8人 0 0.0% 0.0% 98.6% 
  9. 9人 1 0.3% 1.4% 100.0% 
  合計 70 21.3% 100.0%   
欠損値 非該当 253 77.1%     
  無回答 5 1.5%     
  合計 258 78.7%     
合計   328 100.0%     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
※7 表 24で「1.いる」を選択した 72施設中、人数を記載した 70施設における合計。 

◆表 24 成年後見人等が選任されている利用者はいるか 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.いる 72 22.0% 22.2% 22.2% 
  2.いない 253 77.1% 77.8% 100.0% 
  合計 325 99.1% 100.0%   
欠損値 無回答 3 0.9%     
  合計 3 0.9%     
合計   328 100.0%     

1.いる 
72施設 22％ 

2.いない 
253施設 78％ 
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« グラフ 17»  

選任されている成年後見人等の各類型の人数《表27》
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◆◆  成成年年後後見見人人等等がが選選任任さされれてていいるる利利用用者者のの後後見見類類型型ににつついいてて（（表表 2244のの 11をを選選択択））    
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●●  大大半半がが後後見見類類型型   
 表 24「1.いる」を選択した 72施設が対象（有効回答数 72施設）。表 26は各選択肢を選択した施
設数、表 27とグラフ 17は各類型の利用者数を表している。成年後見人等が選任されている利用者の
後見類型は、多い順に、後見人が 62施設（86％）、保佐人が 9施設（13％）、補助人が 5施設（7％）
となっている（表 26）。また、それぞれの利用者数の合計は、これも多い順に後見類型 107人、保
佐類型 10人、補助類型 5人となっている（表 27）。これらのことから、後見類型が大半を占めてい
ることが見てとれる。 
 

 
 

          
◆表 26 施設で成年後見人等が選任されている利用者がいるか【複数回答】（表 24で 1を選択） 

          
      Pct of  Pct of  

Dichotomy label Count Responses Cases 
          
1.後見人が選任されている 62 81.6% 86.1% 
2.保佐人が選任されている 9 11.8% 12.5% 
3.補助人が選任されている 5 6.6% 6.9% 

  Total responses 76 100.0% 105.6% 
          

有効回答数  72   非該当  253   無回答  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆表 27 成年後見人等が選任されている利用者数（合計）（表 26で各選択肢を選択） 

  合計 有効回答数 非該当 無回答 

1.後見人が選任されている利用者数 107人 62施設 263施設 3施設 

2.保佐人が選任されている利用者数 10人 9施設 316施設 3施設 

3.補助人が選任されている利用者数 5人 5施設 320施設 3施設 
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« グラフ 18»  
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◆◆  選選任任さされれてていいるる成成年年後後見見人人等等のの成成年年被被後後見見人人等等ととのの関関係係ににつついいてて（（表表 2244のの 11をを選選択択））  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

●●  親親族族がが 6666％％、、第第三三者者後後見見でではは社社会会福福祉祉士士がが多多いい   
 表 28は各選択肢を選択した施設数（有効回答数 70施設）、表 29とグラフ 18は各関係における
成年後見人等の人数を表している。 
表 29を見ると選択肢 1～5の親族となる成年後見人等の合計が 66％と、大きな割合を占めている。
その中でも、兄弟姉妹が一番多く、逆に一番少ないのが配偶者となっている。第三者後見では、社会
福祉士が 22人（19％）と一番多く、選択肢全体で見ても 2番目に多くなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
◆表 28 選任されている成年後見人等における成年被後見人等との関係【複数回答】（表 24で 1を選択） 
          
      Pct of  Pct of  

Dichotomy label Count Responses Cases 
          
1.親   10 10.1% 14.3% 
2.子   15 15.2% 21.4% 
3.配偶者 1 1.0% 1.4% 
4.兄弟姉妹 20 20.2% 28.6% 
5.甥姪等その他の親族 16 16.2% 22.9% 
6.弁護士 8 8.1% 11.4% 
7.司法書士 3 3.0% 4.3% 
8.社会福祉士 16 16.2% 22.9% 
9.友人知人 1 1.0% 1.4% 
10.法人 2 2.0% 2.9% 
11.その他 7 7.1% 10.0% 
  Total responses 99 100.0% 141.4% 
          

有効回答数  70   非該当  253   無回答  5 

◆表 29 成年被後見人等との関係における成年後見人等の人数（合計）（表 28で各選択肢を選択）  
  合計 有効回答数 非該当 無回答 

1.親 13人 10施設 313施設 5施設 
2.子 16人 15施設 308施設 5施設 
3.配偶者 1人 1施設 322施設 5施設 
4.兄弟姉妹 30人 20施設 303施設 5施設 
5.甥姪等その他の親族 15人 16施設 307施設 5施設 
6.弁護士 9人 8施設 315施設 5施設 
7.司法書士 4人 3施設 320施設 5施設 
8.社会福祉士 22人 16施設 307施設 5施設 
9.友人知人 1人 1施設 322施設 5施設 
10.法人 2人 2施設 321施設 5施設 

≪≪「「1111..そそのの他他」」のの関関係係≫≫    税理士、社会福祉協議会、元家裁調査官  

成年被後見人等との関係における成年後見人等の人数【複数回答】《表 29》 



 17 

« グラフ 19»  

N=325 

◆◆  成成年年後後見見制制度度がが必必要要とと思思わわれれるる利利用用者者ににつついいてて    
    
●●  成成年年後後見見制制度度がが必必要要とと思思わわれれるる利利用用者者はは 228899名名   
 有効回答数 325施設。施設の利用者のうち、成年後見
制度が必要と思われる利用者がいる施設は 109施設
（34％）であり、成年後見制度が必要と思われる利用者
の合計は 289名※8となっている。内訳としては、1名と
いう施設が一番多くなっている一方、10人以上もいる施
設も実際にあることが見てとれる。 
この成年後見制度が必要と思われる利用者の人数は回

答した施設職員の意識の違いによって違いがでてくるも

のと考えられる。表 14「1.判断能力が十分でなく、契約
が法的に難しい」を選択した施設が 122施設と、表 30「1.
いる」を選択した施設数を上回っていることなどからみ

ても、施設には 289名を超えるさらに多くの潜在的なニ
ーズが隠れていると考察される。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                         
※8 「1.いる」を選択した 109施設中、人数を記載した 89施設における合計。 

◆表 30 自施設において成年後見制度が必要と思われる利用者がいるか 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. いる 109 33.2% 33.5% 33.5% 
  2. いない 216 65.9% 66.5% 100.0% 
  合計 325 99.1% 100.0%   
欠損値 無回答 3 0.9%     
  合計 3 0.9%     
合計   328 100.0%     

◆表 31 成年後見制度が必要な利用者の人数（内訳）（表 30の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1人 50 15.2% 56.2% 56.2% 
  2. 2人 15 4.6% 16.9% 73.0% 
  3. 3人 8 2.4% 9.0% 82.0% 
  4. 4人 3 0.9% 3.4% 85.4% 
  5. 5人 3 0.9% 3.4% 88.8% 
  6. 6人 1 0.3% 1.1% 89.9% 
  7. 7人 2 0.6% 2.2% 92.1% 
  8. 8人 2 0.6% 2.2% 94.4% 
  9. 9人 0 0.0% 0.0% 94.4% 
  10. 10人以上 5 1.5% 5.6% 100.0% 
  合計 89 27.1% 100.0%   
欠損値 非該当 216 65.9%     
  無回答 23 7.0%     
  合計 239 72.9%     
合計   328 100.0%     

1.いる 
109施設 34％ 

2.いない 
216施設 66％ 

施設において成年後見制度が必要と 
思われる利用者がいるか《表 30》 
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« グラフ 20»  

成年後見制度が必要と思われる理由【複数回答】《表32》
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◆◆  成成年年後後見見制制度度がが必必要要なな理理由由ににつついいてて（（表表 3300のの 11をを選選択択））    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●●  将将来来ににわわたたりり支支ええととななるる人人のの必必要要性性、、判判断断能能力力のの低低下下がが上上位位   
 表 30において「1.いる」を選択した 109施設が対象（有効回答数 108施設）。成年後見制度が必
要と思われる理由として「7.将来にわたり支えとなる人が必要」が 67施設（62％）、「1.判断能力
が著しく低下している」が 65施設（60％）と特に多くなっており、続いて、「2.入院・入所等によ
り、契約が必要になった」35施設（32％）、「5.財産侵害から本人の財産を守る」33施設（31％）
が多くなっている。 
 

  
          

◆表 32 成年後見制度が必要と思われる理由【複数回答】（表 30の 1を選択）  
          
      Pct of  Pct of  

Dichotomy label Count Responses Cases 
          
1.判断能力が著しく低下している 65 25.9% 60.2% 
2.入院・入所等により、契約が必要になった 35 13.9% 32.4% 
3.悪質な訪問販売の被害から財産を守る 14 5.6% 13.0% 
4.浪費癖が激しい 14 5.6% 13.0% 
5.財産侵害から本人の財産を守る 33 13.1% 30.6% 
6.本人が遺産相続する必要性が生じた 5 2.0% 4.6% 
7.将来にわたり支えとなる人が必要 67 26.7% 62.0% 
8.日常生活上の範疇を超える法律行為が必要となった 9 3.6% 8.3% 
9.その他 9 3.6% 8.3% 
  Total responses 251 100.0% 232.4% 
          

有効回答数  108   非該当  216   無回答  4 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
≪≪「「99..そそのの他他」」のの理理由由≫≫  
 
・ 兄と連絡がつかなくなった。 
・ 身元引受け人がいないため、将来的に契約の更新等が困難になると思われるため。 
・ 身元引受人として 
・ 悪質な訪問販売については、過去に被害にあい、今後も被害にあう可能性があるため。 
・ 認知症で子ども･親族がおらず独居の為 
・ 預貯金の払戻し 
・ 近い親族がいない為 
・ 手術の同意等の医療的判断を求められた場合、施設の判断では有効なものと医師に認められないため 
・ 法定相続人が本人の身体、財産の引き受けを好ましく思ってないから(事情があって) 
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« グラフ 21»  

N=318 

◆◆  成成年年後後見見制制度度のの申申立立ををすするる予予定定のの利利用用者者ににつついいてて    
  
  

    
●●  申申立立ををすするる予予定定のの利利用用者者数数はは 9999名名   
 有効回答数 318施設。施設の利用者のうち、成年後
見制度の申立をする予定の利用者がいる施設は 45施
設（14％）であり、成年後見制度の申立をする予定の
利用者数の合計は 99名※9となっている。1名、2名と
いう施設が多くなっている一方、中には 16名と集団申
立と思われる動きがある施設もあった（表 34）。 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
※9 表 33で「1.いる」を選択した 45施設中、人数を記載した 43施設における合計。 

◆表 33 自施設において申立をする予定の利用者はいるか 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1.いる 45 13.7% 14.2% 14.2% 
  2.いない 273 83.2% 85.8% 100.0% 
  合計 318 97.0% 100.0%   
欠損値 無回答 10 3.0%     
  合計 10 3.0%     
合計   328 100.0%     

◆表 34 申立をする予定の利用者数（内訳）（表 33の 1を選択） 
    度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 1. 1人 22 6.7% 51.2% 51.2% 
  2. 2人 11 3.4% 25.6% 76.7% 
  3. 3人 5 1.5% 11.6% 88.4% 
  4. 4人 1 0.3% 2.3% 90.7% 
  5. 5人 0 0.0% 0.0% 90.7% 
  6. 6人 1 0.3% 2.3% 93.0% 
  7. 7人 2 0.6% 4.7% 97.7% 
  8. 8人 0 0.0% 0.0% 97.7% 
  9. 9人 0 0.0% 0.0% 97.7% 
  10. 10人以上 1 0.3% 2.3% 100.0% 
  合計 43 13.1% 100.0%   
欠損値 非該当 273 83.2%     
  無回答 12 3.7%     
  合計 285 86.9%     
合計   328 100.0%     

1.いる 
45施設 14％ 

2.いない 
273施設 86％ 

自施設において申立をする予定の 
利用者はいるか《表 33》 
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